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国道８号・１７号 通行止めの解除について

扱い：配布を以て解禁
記　者　発　表　資　料 令和4年12月21日

　　国道８号坂井北交差点～川崎ＩＣ区間および国道１７号川崎ＩＣ～
　牛ヶ島交差点区間における滞留車両の排出が完了し、通行止めは
　１２月２１日８時００分に解除しました。

　　なお、今回の大雪により各所で路面状況が悪くなっておりますの
　で、引き続き通行にはご注意願います。

通行止め解除区間（上下） 状　況
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解除時間：　12月21日 8時00分

解除区間：
　　　　　坂井北交差点～川崎IC

区間延長：　12.6km
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同時発表記者クラブ お問い合わせ先

解除時間：　12月21日 8時00分

解除区間：
　　　　　川崎IC～牛ヶ島交差点
　
区間延長：　20.1km
            計  32.7km
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位置図（通行止め解除区間）

至高崎

至新潟
通行止め解除及び
災対法区間指定廃止区間

通行止め解除区間
国道８号及び１７号 Ｌ＝３２．７０ｋｍ
【起点】新潟県見附市坂井町地先（46.40kp）

（坂井北交差点）
【終点】新潟県長岡市牛ヶ島地先（261.80kp）

（牛ヶ島交差点）


